
議

案

第

五

十

三

号

杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

七

年

九

月

十

四

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

休

場

日

及

び

開

場

時

間

）

第

三

条

の

二

体

育

施

設

等

の

休

場

日

及

び

開

場

時

間

は

、

杉

並

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

。

第

五

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

公

園

施

設

の

使

用

料

は

、

別

表

第

三

の

と

お

り

と

し

、

体

育

施

設

の

利

用

料

金

は

、

別

表

第

四

の

と

お

り

と

す

る

。

第

七

条

の

見

出

し

を

「

（

利

用

料

金

の

納

付

等

）

」

に

改

め

、

同

条

中

「

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

管

理

の

委

託

を

受

け

た

公

共

的

団

体

（

以

下

「

管

理

受

託

者

」

と

い

う

。

）

」

を

「

指

定

管

理

者

（

第

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

か

ら

第

九

条

ま

で

に

お

い

て

同



じ

。

）

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

３

利

用

料

金

は

、

指

定

管

理

者

の

収

入

と

す

る

。

第

八

条

第

二

項

及

び

第

九

条

第

二

項

た

だ

し

書

中

「

管

理

受

託

者

」

を

「

指

定

管

理

者

」

に

改

め

る

。

第

十

六

条

及

び

第

十

七

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

）

第

十

六

条

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

に

つ

い

て

は

、

杉

並

区

立

学

校

施

設

使

用

料

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

号

）

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

第

三

条

、

第

四

条

及

び

第

十

条

か

ら

前

条

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

第

十

七

条

委

員

会

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

趣

旨

を

効

果

的

に

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

委

員

会

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

、

体

育

施

設

の

管

理

の

業

務

の

う

ち

次

に

掲

げ

る

も

の

（

以

下

「

管

理

の

業

務

」

と

い

う

。

）

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

、

体

育

施

設

の

使

用

を

承

認

す

る

こ

と

。

二

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

り

、

同

条

第

一

号

又

は

第

二

号

に

該

当

す

る

と

認

め

た

と

き

に

、

体

育

施

設

の

使

用

を

承

認

し

な

い

こ

と

。

三

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

、

同

条

第

一

号

に

該

当

す

る

と

き

、

使

用

者

が

こ

の

条

例

及

び

指

定

管

理

者

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

、

又

は

指

定

管

理

者

が

必

要

と

認

め

た

と

き

に

、

体

育

施

設

の

使

用

条

件

の

変

更

又

は

使

用

の

停

止

若

し

く

は

承

認

の

取

消

し

を

す

る

こ

と

。



四

施

設

及

び

設

備

の

維

持

管

理

（

委

員

会

が

指

定

す

る

修

繕

等

を

除

く

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

五

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

委

員

会

が

必

要

と

認

め

る

業

務

第

十

八

条

を

第

二

十

三

条

と

す

る

。

第

十

七

条

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。

（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

十

八

条

委

員

会

は

、

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

公

募

又

は

委

員

会

規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

２

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

委

員

会

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

委

員

会

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

な

管

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

も

の

を

指

定

管

理

者

の

候

補

者

と

し

て

選

定

し

、

区

議

会

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

及

び

経

験

を

有

す

る

こ

と

。

二

安

定

し

た

経

営

基

盤

を

有

す

る

こ

と

。

三

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

四

体

育

施

設

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

効

率

的

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

五

使

用

者

の

平

等

利

用

の

確

保

及

び

使

用

者

へ

の

サ

ー

ビ

ス

向

上

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

基

準

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

）



第

十

九

条

委

員

会

は

、

指

定

管

理

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

前

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

管

理

の

業

務

又

は

経

理

の

状

況

に

関

す

る

委

員

会

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。

二

前

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

を

満

た

さ

な

く

な

つ

た

と

認

め

る

と

き

。

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

を

継

続

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

る

と

き

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

（

利

用

料

金

の

収

受

を

含

む

場

合

に

限

る

。

）

の

停

止

を

命

じ

た

場

合

等

で

、

委

員

会

が

臨

時

に

体

育

施

設

の

管

理

運

営

を

行

う

と

き

に

限

り

、

新

た

に

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

又

は

当

該

停

止

の

期

間

が

終

了

す

る

ま

で

の

間

、

別

表

第

四

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

委

員

会

が

定

め

る

使

用

料

を

徴

収

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

告

示

）

第

二

十

条

委

員

会

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

報

告

書

の

作

成

及

び

提

出

）

第

二

十

一

条

指

定

管

理

者

は

、

毎

年

度

終

了

後

（

年

度

の

途

中

に

お

い

て

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

取

り

消

さ

れ

た

日

以

後

）

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

管

理

の

業

務

に

関

し



事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

委

員

会

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

協

定

の

締

結

）

第

二

十

二

条

委

員

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

の

実

施

及

び

そ

の

報

告

に

関

す

る

事

項

二

個

人

情

報

の

取

扱

い

そ

の

他

の

体

育

施

設

の

管

理

の

基

準

に

関

す

る

事

項

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

体

育

施

設

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

別

表

第

三

中

「

を

塚

山

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

一

面

二

、

五

○

○

円

」

「

松

ノ

木

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

一

面

三

、

二

○

○

円

に

、

塚

山

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

一

面

二

、

五

○

○

円

」

「

「

柏

の

宮

公

園

庭

球

場

松

ノ

木

運

動

場

か

し

を

に

、

柏

の

宮

公

園

庭

球

場

か

し

」

」



「

井

草

森

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

一

○

、

○

○

○

円

を

半

面

五

、

○

○

○

円

」

「

蚕

糸

の

森

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

二

、

五

○

○

円

井

草

森

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

一

○

、

○

○

○

円

半

面

五

、

○

○

○

円

プ

ー

ル

（四）

施

設

区

分

使

用

区

分

使

用

料

に

改

和

田

堀

公

園

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

二

○

○

円

阿

佐

谷

け

や

き

公

園

プ

ー

ル

二

時

間

に

つ

き

大

人

四

○

○

円

貸

切

り

一

時

間

全

面

一

五

、

○

○

○

円

に

つ

き

関

根

文

化

公

園

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

一

五

○

円

二

時

間

に

つ

き

大

人

三

○

○

円

」



め

る

。

「

下

高

井

戸

運

動

場

別

表

第

四

野

球

場

の

部

中

を

松

ノ

木

運

動

場

(一 )

上

井

草

運

動

場

」

「

下

高

井

戸

運

動

場

に

改

め

、

同

表

庭

球

場

の

部

中

(二 )

上

井

草

運

動

場

」

「

「

妙

正

寺

体

育

館

妙

正

寺

体

育

館

を

に

改

め

、

同

表

運

動

松

ノ

木

運

動

場

上

井

草

運

動

場

(四 )

上

井

草

運

動

場

」

」

場

の

部

中

「

下

高

井

戸

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

五

、

一

○

○

円

を

半

面

三

、

二

○

○

円

蚕

糸

の

森

公

園

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

二

、

五

○

○

円

」



「

下

高

井

戸

運

動

場

二

時

間

に

つ

き

全

面

五

、

一

○

○

円

に

改

半

面

三

、

二

○

○

円

」

め

、

同

表

プ

ー

ル

の

部

中

（八）

「

和

田

堀

公

園

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

二

○

○

円

阿

佐

谷

け

や

き

公

園

プ

ー

ル

二

時

間

に

つ

き

大

人

四

○

○

円

貸

切

り

一

時

間

全

面

一

五

、

○

○

○

円

に

つ

き

高

井

戸

温

水

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

一

三

○

円

を

上

井

草

温

水

プ

ー

ル

一

時

間

に

つ

き

大

人

二

五

○

円

貸

切

り

二

時

間

一

コ

ー

ス

六

、

○

○

○

円

に

つ

き

関

根

文

化

公

園

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

一

五

○

円

二

時

間

に

つ

き

大

人

三

○

○

円

」



「

高

井

戸

温

水

プ

ー

ル

一

般

一

人

、

小

人

（

中

学

生

以

下

）

一

三

○

円

上

井

草

温

水

プ

ー

ル

一

時

間

に

つ

き

大

人

二

五

○

円

に

改

貸

切

り

二

時

間

一

コ

ー

ス

六

、

○

○

○

円

に

つ

き

」

め

る

。

別

表

第

六

を

削

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

前

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

管

理

を

委

託

し

て

い

る

体

育

施

設

、

公

園

施

設

及

び

杉

並

区

立

杉

並

第

十

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

条

例

第

五

条

第

一

項

、

第

七

条

第

一

項

、

第

八

条

第

二

項

、

第

九

条

第

二

項

、

第

十

六

条

、

第

十

七

条

、

別

表

第

三

、

別

表

第

四

及

び

別

表

第

六

の

規

定

は

、

平

成

十

八

年

九

月

一

日

（

同

日

前

に

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

当

該

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

を

指

定

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

当

該

指

定

の

日

と

し

、

公

園

施

設

及

び

杉

並

区

立

杉

並

第

十

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

の

委

託

が

終

了

し

た

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

終

了

日

と

す

る

。

）

ま

で

の

間

は

、

な

お

そ

の

効

力

を

有

す

る

。



（

提

案

理

由

）

体

育

施

設

に

指

定

管

理

者

制

度

を

導

入

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

体

育

施

設

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

（

休

場

日

及

び

開

場

時

間

）

第

三

条

の

二

体

育

施

設

等

の

休

場

日

及

び

開

場

時

間

は

、

杉

並

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

。

（

使

用

料

等

）

（

使

用

料

等

）

第

五

条

公

園

施

設

の

使

用

料

は

、

別

表

第

三

の

と

第

五

条

体

育

施

設

等

の

使

用

料

は

、

別

表

第

三

の

お

り

と

し

、

体

育

施

設

の

利

用

料

金

は

、

別

表

第

と

お

り

と

す

る

。

た

だ

し

、

体

育

施

設

等

の

う

四

の

と

お

り

と

す

る

。

ち

、

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

そ

の

管

理

を

委

託

し

た

も

の

の

利

用

料

金

は

、

別

表

第

四

の

と

お

り

と

す

る

。

２

略

２

略

（

利

用

料

金

の

納

付

等

）

（

利

用

料

金

の

納

付

）

第

七

条

利

用

料

金

は

、

指

定

管

理

者

（

第

十

七

条

第

七

条

利

用

料

金

は

、

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

を

い

う

。

以

下

に

基

づ

き

管

理

の

委

託

を

受

け

た

公

共

的

団

体

こ

の

条

か

ら

第

九

条

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

（

以

下

「

管

理

受

託

者

」

と

い

う

。

）

に

資 料
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納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

略

２

略

３

利

用

料

金

は

、

指

定

管

理

者

の

収

入

と

す

る

。

（

使

用

料

等

の

減

免

）

（

使

用

料

等

の

減

免

）

第

八

条

略

第

八

条

略

２

指

定

管

理

者

は

、

前

項

の

委

員

会

規

則

で

定

め

２

管

理

受

託

者

は

、

前

項

の

委

員

会

規

則

で

定

め

る

特

別

の

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

る

特

別

の

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

料

金

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

料

金

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

る

。

（

使

用

料

等

の

不

還

付

）

（

使

用

料

等

の

不

還

付

）

第

九

条

略

第

九

条

略

２

既

に

納

付

し

た

利

用

料

金

は

還

付

し

な

い

。

た

２

既

に

納

付

し

た

利

用

料

金

は

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

指

定

管

理

者

は

、

前

項

の

委

員

会

規

則

で

だ

し

、

管

理

受

託

者

は

、

前

項

の

委

員

会

規

則

で

定

め

る

特

別

の

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

定

め

る

特

別

の

事

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

る

。

（

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

）

（

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

）

第

十

六

条

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

に

つ

い

て

第

十

六

条

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

に

つ

い

て

は

、

杉

並

区

立

学

校

施

設

使

用

料

条

例

（

昭

和

三

は

、

第

三

条

、

第

四

条

及

び

第

十

条

か

ら

前

条

ま
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資 料

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

号

）

に

規

定

す

る

も

の

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

の

ほ

か

、

第

三

条

、

第

四

条

及

び

第

十

条

か

ら

前

２

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

利

用

料

金

に

つ

い

て

条

ま

で

の

規

定

を

準

用

す

る

。

は

、

杉

並

区

立

学

校

施

設

使

用

料

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

号

）

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

条

例

別

表

第

一

及

び

別

表

第

二

に

規

定

す

る

使

用

料

の

額

を

利

用

料

金

と

み

な

し

て

、

第

七

条

第

一

項

、

第

八

条

第

二

項

、

第

九

条

第

二

項

及

び

次

条

第

三

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

利

用

料

金

は

、

同

条

例

別

表

第

三

の

使

用

券

に

よ

り

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

（

管

理

の

委

託

）

第

十

七

条

委

員

会

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

趣

旨

第

十

七

条

委

員

会

は

、

別

表

第

六

に

掲

げ

る

体

育

を

効

果

的

に

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

施

設

等

及

び

杉

十

小

温

水

プ

ー

ル

の

管

理

を

公

共

る

と

き

は

、

法

人

そ

の

他

の

団

体

で

あ

つ

て

委

員

的

団

体

で

あ

る

財

団

法

人

杉

並

区

ス

ポ

ー

ツ

振

興

会

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

財

団

に

委

託

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

い

う

。

）

に

、

体

育

施

設

の

管

理

の

業

務

の

う

ち

お

い

て

、

当

該

公

共

的

団

体

と

の

間

に

委

託

の

範

次

に

掲

げ

る

も

の

（

以

下

「

管

理

の

業

務

」

と

い

囲

、

管

理

の

方

法

そ

の

他

委

託

に

関

し

必

要

な

事

う

。

）

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

項

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

、

体

育

施

設

の

使

用

２

前

項

の

規

定

に

基

づ

き

管

理

を

委

託

し

た

と

き
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を

承

認

す

る

こ

と

。

は

、

区

長

は

、

予

算

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

当

該

二

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

り

、

同

条

第

一

号

又

委

託

し

た

事

務

の

執

行

に

要

す

る

経

費

を

委

託

料

は

第

二

号

に

該

当

す

る

と

認

め

た

と

き

に

、

体

と

し

て

支

払

う

も

の

と

す

る

。

育

施

設

の

使

用

を

承

認

し

な

い

こ

と

。

３

管

理

受

託

者

は

、

第

五

条

に

定

め

る

利

用

料

金

三

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

、

同

条

第

一

号

に

を

当

該

管

理

受

託

者

の

収

入

と

し

て

収

受

す

る

こ

該

当

す

る

と

き

、

使

用

者

が

こ

の

条

例

及

び

指

と

が

で

き

る

。

定

管

理

者

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

、

又

は

指

定

管

理

者

が

必

要

と

認

め

た

と

き

に

、

体

育

施

設

の

使

用

条

件

の

変

更

又

は

使

用

の

停

止

若

し

く

は

承

認

の

取

消

し

を

す

る

こ

と

。

四

施

設

及

び

設

備

の

維

持

管

理

（

委

員

会

が

指

定

す

る

修

繕

等

を

除

く

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

五

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

委

員

会

が

必

要

と

認

め

る

業

務

（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

十

八

条

委

員

会

は

、

体

育

施

設

の

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

公

募

又

は

委

員

会

規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

２

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す



- -5

資 料

る

も

の

は

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

委

員

会

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

委

員

会

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

な

管

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

も

の

を

指

定

管

理

者

の

候

補

者

と

し

て

選

定

し

、

区

議

会

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

及

び

経

験

を

有

す

る

こ

と

。

二

安

定

し

た

経

営

基

盤

を

有

す

る

こ

と

。

三

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

四

体

育

施

設

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

効

率

的

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

五

使

用

者

の

平

等

利

用

の

確

保

及

び

使

用

者

へ

の

サ

ー

ビ

ス

向

上

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。
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六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

基

準

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

）

第

十

九

条

委

員

会

は

、

指

定

管

理

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

前

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

管

理

の

業

務

又

は

経

理

の

状

況

に

関

す

る

委

員

会

の

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

。

二

前

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

を

満

た

さ

な

く

な

つ

た

と

認

め

る

と

き

。

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

当

該

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

を

継

続

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

る

と

き

。

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

（

利

用

料

金

の

収

受

を

含

む

場

合

に

限

る

。

）

の

停

止

を

命

じ

た

場

合

等

で

、

委
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資 料

員

会

が

臨

時

に

体

育

施

設

の

管

理

運

営

を

行

う

と

き

に

限

り

、

新

た

に

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

又

は

当

該

停

止

の

期

間

が

終

了

す

る

ま

で

の

間

、

別

表

第

四

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

委

員

会

が

定

め

る

使

用

料

を

徴

収

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

告

示

）

第

二

十

条

委

員

会

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

報

告

書

の

作

成

及

び

提

出

）

第

二

十

一

条

指

定

管

理

者

は

、

毎

年

度

終

了

後

（

年

度

の

途

中

に

お

い

て

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

取

り

消

さ

れ

た

日

以

後

）

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

管

理

の

業

務

に

関

し

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

委

員

会

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

協

定

の

締

結

）
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第

二

十

二

条

委

員

会

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

の

実

施

及

び

そ

の

報

告

に

関

す

る

事

項

二

個

人

情

報

の

取

扱

い

そ

の

他

の

体

育

施

設

の

管

理

の

基

準

に

関

す

る

事

項

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

体

育

施

設

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

（

委

任

事

項

）

（

委

任

事

項

）

第

二

十

三

条

略

第

十

八

条

略




